
庁      議  

              日時：１１月 ６日（金）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

【協議事項】 

１ 財産の取得について                         企画部長 

２ 指定管理者の指定について（太田市斎場）               市民生活部長 

３ 太田市体育施設条例の一部改正について                文化スポーツ部長 

４ 指定管理者の指定について（太田市福祉会館）             福祉こども部長 

５  太田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について  福祉こども部長 

６ 指定管理者の指定について（太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センター）福祉こども部長 

７ 指定管理者の指定について                      福祉こども部長 
（太田市新田福祉総合センター、太田市尾島健康福祉増進センター） 

８ 指定管理者の指定について（放課後児童クラブ３施設）         福祉こども部長 

９ 指定管理者の指定について（太田市総合健康センター）         健康医療部長 

10 太田市国民健康保険税条例の一部改正について             健康医療部長 

11 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        健康医療部長 

12 太田市福祉医療費支給に関する条例の一部改正について         健康医療部長  

13 指定管理者の指定について（太田市養護老人ホーム）          健康医療部長 

14 太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の      都市政策部長 
一部改正について 

15 太田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について        都市政策部長 

16 太田市公共物使用等に関する条例の一部を改正する条例について     都市政策部長 

17 太田市営住宅条例の一部改正について                 都市政策部長 

18 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        行政事業部長 

19 財産の取得について                         教育部長 

 

【連絡事項】 

１ 「広報おおた」新聞折り込みサービスの拡充について           企画部長 

２ 令和２年度太田市産業振興貢献企業表彰について                  産業環境部長 

３ 新型コロナウイルス緊急対策資金(経営安定対策資金）の              産業環境部長 
融資額実績について  

４ 太田市環境審議会委員(一般)の公募について                     産業環境部長 

５ 年末年始のごみ収集と受入業務について                        産業環境部長 

６ 焼きいもによる地産地消の推進「おおたのつぼ焼きいも」について    農政部長 

７ 改正都市計画法公布に伴う開発許可基準等の見直しについて       都市政策部長 

 

【その他】 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ １１月２７日（金）ＰＭ１：３０～＜庁議室＞ 案件名報告：１１月１６日 (月)PM5:00 
                                    資料提出：１１月１９日 (木)PM5:00 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名  栗原 直樹  内線（TEL）2200   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  財産の取得について 

 

 

【 目 的 】 

  耐用年数を経過した庁内の内部情報系端末を更新するためのものです。 

 

 

【 概 要 】 

  １ 取得財産  内部情報系端末 ３００組 

    ディスプレイ  ３００台 

 

  ２ 取得の方法  指名競争入札 

 

  ３ 取得予定価格 ２７,５５５,０００円（消費税込） 

 

  ４ 契約の相手方 株式会社 カワムラ 

    太田市西本町５９番１６号 

    代表取締役 小板橋 勉 

 

  ５ 指名競争入札参加者 

             ㈱シモヤマ        （辞退） 

             ㈱カワムラ                 

             ㈱シー・ビー・エス         

             ㈲アマガサ        （辞退） 

             ㈲おかの         （辞退） 

             ㈱小森谷教材社      （辞退） 

 

  ６ その他 

    本契約を締結するため、１２月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  企画部 情報管理課 情報管理係 内線2279 47-1948 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １１ 月 ６ 日 庁議提出案件         資料No.２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

                 市民生活部長 石坂 之敏   内線（TEL）２４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

指定管理者の指定について（太田市斎場） 

       

 

【 目 的 】 

公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の規

定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求

めるものです。 

 

【 概 要 】 

１． 指定管理の指定について 

施設名    太田市斎場 

施設の場所  太田市浜町６６番５２号 

構 造    鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平屋建 一部３階建 

指定管理者の候補者名 太田市農業協同組合 

           代表理事組合長 天笠 淳家 

候補者の所在 太田市新野町３２０番１ 

選定方法   非公募 

 

２． 指定管理の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日 

 

３． 指定管理者候補者の選定及び今後のスケジュール予定について 

・９月２９日  指定管理者候補者審査委員会を開催し、指定管理の候補者を選定 

・１１月 ６日 庁議報告 

・１１月１６日 市民文教委員会協議会に報告 

・１１月３０日 １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

・１２月    指定管理者の指定（公告） 

・３月     協定の締結 

・４月     指定管理者による施設の管理 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 斎場整備担当 内線４７－１９３７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 

 

 １１月 ６日 庁議提出案件            資料No.３  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩 内線３６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  太田市体育施設条例の一部改正について 

【 目 的 】 

  令和３年３月に完成予定である太田市尾島体育館の建替えに伴い施設使用料等の改正を

行い、また、施設の老朽化及び建物の耐震上の問題から解体予定である太田市尾島第２体育

館を廃止するため、条例の一部を改正するものです。 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

別表第１ 尾島体育施設の部太田市尾島第２体育館の項を削る。 

別表第２ 尾島体育施設の部に太田市尾島体育館の施設使用料等を定めた表を加える。 

     新田体育施設の部太田市新田総合体育館の表に、「（エ）照明器具等の持込利 

用 １個につき １，０００円」を加える。 

新田体育施設の部太田市新田武道館の表の「１面あたり３００円」を「、１ 

時間につき１面あたり２００円」に改める。 

藪塚本町体育施設の部太田市藪塚本町社会体育館の表の「（ウ） ３分１点灯 

４００円」を削り、表に「備考欄」及び「バドミントンについては１面１時間 

１００円とし、卓球については１台１時間５０円とする。」を加える。 

別表第３ 太田市尾島体育館の附属設備・附属器具使用料等を定めた表を加える。 

太田市新田総合体育館の附属設備・附属器具使用料の表から、「持込器具電 

源」の項目を削る。 

太田市藪塚社会体育館の附属設備・附属器具使用料等を定めた表を加える。 

 ２ 施行期日 

令和３年４月１日 

 ３ その他 

  令和２年１２月定例会に議案を提出します。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 東部スポーツ施設係 

４５－８１１８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１１ 月 ６日 庁議提出案件           資料№ ４  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可      】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 荒木 清   内線（TEL）２５００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  指定管理者の指定について（太田市福祉会館） 

 

【 目 的 】 

  公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の規

定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求

めるものです。 

 

【 概 要 】 

 １．指定管理者の指定について 

   施設名        太田市福祉会館 

施設の場所      太田市飯塚町１５４９番地 

構 造        鉄筋コンクリート造 ２階建て 

指定管理者の候補者名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会 

候補者の所在地    太田市飯塚町１５４９番地 

選定方法       非公募 

 

２．指定管理の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

３．指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

  ・９月２９日  指定管理者候補者審査委員会を開催し、指定管理者の候補者を選定 

・１１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告 

   ・１１月    １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

・１２月    指定管理者の指定（公告） 

・３月     協定の締結 

・４月     指定管理者による施設の管理 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 福祉こども部 社会支援課 管理係 内線２５２１ ４７－１８２７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



１１ 月 ６日 庁議提出案件           資料№ ５ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可      】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 荒木 清   内線（TEL）２５００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

【 目 的 】 

   災害弔慰金支給に関する法律及び施行令の一部改正に伴い、条例の一部改正が必要にな

ったため、太田市災害弔慰金の支給に関する条例の関係条文について、所要の改正を行う

ものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 主な改正内容 

  〇 改正前 

    償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第１３条第１項及 

び令第８条から第１１条までの規定によるものとする。 

〇 改正後 

償還金の支払猶予、償還免除、一時償還及び違約金については、法第１３条及び第 

１４条第１項並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとする。 

※ 法及び施行令の改正内容 

①災害弔慰金支給に関する法律に規定する災害援護資金の貸付について、償還免除に 

加えて、第１３条として支払猶予が新たに加わった。それに伴い償還免除は第１４

条に繰り下がった。 

 ②災害弔慰金支給に関する施行令 

  ・第８条：一時償還   → 第８条：一時償還 

・第９条：違約金    → 第９条：違約金 

  ・第１０条：支払猶予  → 第１２条：支払猶予（新たに追加） 

  ・第１１条：償還免除  → 第１１条：償還期間（対象がないため）     

２ 施行期日 

公布の日から施行する。 

３ その他 

１２月定例会上程予定。 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 福祉こども部 社会支援課 管理係 内線２５２１ ４７－１８２７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１ 月 ６ 日 庁議提出案件           資料No.６   
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             福祉こども部長 氏名 荒木 清  （TEL）３２-４２２０ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  指定管理者の指定について（太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センター） 

 

 

【 目 的 】 

  公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項 

の規定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議 

決を求めるものです。 

 

 

【 概 要 】 

  １.指定管理者の指定について 

     施設名         太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センター 

     施設の場所       太田市大原町１１８番地１０ 

     構 造         木造平屋建 

     指定管理者の候補者名  ＮＰＯ法人 しゅんらん 

                 理事長 延命 圭三郎 

     候補者の所在地     太田市大原町１１８番地１０ 

     選定方法        公募 

 

  ２.指定管理の期間 

    令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間 

 

  ３.指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

    ・９月２９日  指定管理者候補者審査委員会を開催し、指定管理者の候補者を選定 

    ・１１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告 

    ・１１月３０日 １２月定例会の指定管理者の指定について議案提出 

    ・１２月    指定管理者の指定（公告） 

    ・３月     協定の締結 

    ・４月     指定管理者による施設の管理 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 障がい福祉課 福祉事業係 ３２-４２２０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６ 日 庁議提出案件           資料No.７   
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 荒木 清  内線２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

指定管理者の指定について 

（太田市新田福祉総合センター、太田市尾島健康福祉増進センター） 

 

【 目 的 】 

 令和３年４月から公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条

の２第３項の規定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

 

【 概 要 】 

 １．指定管理者の指定について 

施 設 名 構造 指定管理者の候補者 住 所 備考 

太田市新田福祉総合センター 

(太田市新田反町町８３１番地３） 

鉄筋コン

クリート

造（一部

鉄骨造） 

社会福祉法人 

太田市社会福祉協議会 

会長 黒澤 孝行 

太田市飯塚

町１５４９

番地 

非公募 

太田市尾島健康福祉増進センター 

(太田市備前島町１９６番地１） 

鉄筋コン

クリート

造 

社会福祉法人 

太田市社会福祉協議会 

会長 黒澤 孝行 

太田市飯塚

町１５４９

番地 

非公募 

 

 ２．指定管理の期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

 ３．指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

・  ９月２９日 指定管理者審査委員会を開催し、指定管理者の候補者を選定 

・ １１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告 

・ １１月    １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

・ １２月    指定管理者の指定（公告） 

・  ３月    協定の締結 

・  ４月    指定管理者による施設の管理 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   福祉こども部 高齢者福祉施設課 高齢者総合福祉センター係    

外線 ３７－７０００ 



１１月６日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 荒木 清 内線２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

指定管理者の指定について（放課後児童クラブ３施設）

【 目 的 】

公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の

規定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決

を求めるものです。

【 概 要 】

１．指定管理者の指定について

２．指定管理の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間

３．指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール

・ ９月２９日 指定管理者候補者審査委員会を開催し、指定管理者の候補者を選定

・１１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告

・１１月 １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出

・１２月 指定管理者の指定（公告）

・ ３月 協定書の締結

・ ４月 指定管理者による施設の管理

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 児童施設課 児童施設総務係

内線２５９２ ４７－１９２４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

施設名 施設の場所 構造
指定管理者の

候補者名

候補者の

所在地

選定

方法

太田市毛里田小放課後児童

クラブ

太田市只上町

970番地1
木造平屋建て

毛里田小放課後児童

クラブ保護者会

太田市只上町

970番地1
公募

太田市藪塚本町南放課後

児童クラブ 太田市大原町

2201番地1
木造平屋建て 社会福祉法人善美会

太田市藪塚町

2917番地2
公募

太田市藪塚本町南第２

放課後児童クラブ



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.９  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

          健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線（TEL）３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  指定管理者の指定について（太田市総合健康センター） 

 

【 目 的 】 

  公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の

規定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決

を求めるものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 指定管理者の指定について 

施設名 指定管理者候補者 備考 

太田市総合健康センター 
一般財団法人太田市健診センター 

太田市飯塚町１５４９番地１ 
非公募 

 

 ２ 指定管理の期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

 ３ 指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

・ 令和２年 ９月２９日 指定管理者候補者審査委員会 

・     １１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告 

・     １１月    １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

・     １２月    指定管理者の指定（公告） 

・ 令和３年 ３月    協定書の締結 

・      ４月 １日 年度協定書の締結、指定管理者による施設の管理 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 健康づくり課 管理係 外線４６－５１１５ 



１１月 ６日 庁議提出案件            資料No.１０  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会、委員会協議会後】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例が創設され、太田市市税条例が改正されたこ

とに伴い、太田市国民健康保険税条例附則第７項を改正します。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例（附則第７項の改正） 

      低未利用地の長期譲渡所得の特別控除１００万円（１００万円に満たない場

合はその額）が創設され、太田市市税条例が改正されたことに伴い、規定を

整備するものです。 

 

２ 施行期日 令和３年１月１日 

 

３ 適用区分 改正後の附則第７項の規定は、令和３年度以後の年度分の国民健康保険税に 

ついて適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の 

例による。 

 

４ その他  令和２年１２月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康保険課 保険係 内線2565 47－1825ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.１１  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長  氏名 岡島 善郎   内線 ３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中において発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和 2年10月21日 
 85,000円 

（170,000円） 
5割 

太田市新井町地内で、令和２年４月

１０日発生。信号機が設置されてい

ない交差点において、職員の運転す

る公用車が道路標識に従い一時停

止し当該交差点に西側から東進し

て進入したところ、左折の方向指示

器を点滅させながら南側から当該

交差点に北進して進入してきた相

手方が運転する乗用車と衝突した

ことにより、当該公用車及び当該乗

用車が損傷したものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和２年１１月委員会協議会あてに報

告します。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康課 保険係 内線2560 47-1825（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 



 １１月 ６日 庁議提出案件          資料No.１２  

●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 岡島 善郎   内線（TEL）３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

太田市福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 

児童の健康管理の向上と保護者の経済的負担軽減のため、１６歳から１８歳までの児童に

対し医療費の一部負担金分を助成する高校生世代医療費助成事業の実施に伴い、本条例にお

いて所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

   現行の福祉医療制度では、中学校卒業の１５歳までの児童に対して医療費の一部負担金

分を助成していますが、対象者を高校生世代の１６歳から１８歳までの児童とすることに

より、保護者の経済的負担を軽減し、児童の健康管理の向上と福祉の増進が図られるため

改正するものです。 

 

 ２ 施行期日 

   令和３年４月１日 

 

 ３ その他 

   令和２年１２月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 健康医療部医療年金課医療助成係 内線2571 47-1940 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１１月 ６日 庁議提出案件           資料No.１３   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線（TEL）３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

指定管理者の指定について（太田市養護老人ホーム） 

 

【 目 的 】 

公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、地方自治法第２４４条の２第３項の 

規定により、指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決 

を求めるものです。 

 

【 概 要 】 

１ 指定管理者の指定について 

施設名 指定管理者候補者 備考 

 

太田市養護老人ホーム 

（太田市内ケ島町1342番地6） 

 

社会福祉法人 同仁会 

太田市八幡町27番地7 

 

公募 

 

２ 指定管理の期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間 

 

  ３ 応募団体 

   社会福祉法人 同仁会 

 

４ 指定管理者候補者の選定経過及び今後のスケジュール 

   ・ 令和２年 ９月２９日 指定管理者候補者審査委員会 

   ・     １１月１７日 健康福祉委員会協議会に報告 

   ・     １１月    １２月定例会に指定管理者の指定について議案提出 

    ・     １２月    指定管理者の指定（公告） 

    ・ 令和３年 ３月    協定書の締結 

    ・      ４月 １日 年度協定書の締結、指定管理者による施設の管理 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 健康医療部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線2542 47-1829ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.14 
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長  氏名 越塚 信夫  内線 ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

本条例は、建築基準法第６８条の２の規定に基づき地区計画に定められた内容を定めるこ

とにより、地区計画区域内の建築物等の制限を行っているものです。 

第８回都市計画の定期見直し等において新たに地区計画を策定すること等のため、所要の

改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

⑴ 新たな地区計画の策定又は規制内容の変更を伴う地区計画の変更（９地区） 

第８回都市計画の定期見直しによる市街化区域への編入に伴い地区計画の新規策定

若しくは変更を行うもの（①～⑧）又は土地区画整理事業の廃止に伴い新たに地区計画

の策定を行うもの（⑨） 

① 東金井東今泉地区（新規策定）  ② 別所脇屋地区（変更） 

③ 飯塚東矢島地区（新規策定）   ④ 富若地区（新規策定） 

⑤ 只上地区（新規策定）      ⑥ 別所脇屋新田小金井地区（新規策定） 

⑦ 新田上中地区（新規策定）    ⑧ 丸山地区（新規策定） 

⑨ 東別所南部地区（新規策定） 

⑵ 引用法令の改正に伴う地区計画の変更（３地区） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正により風俗営業の取り扱

いが変更されたこと等に伴い地区計画の変更を行うもの 

⑩ 石原町下小林町地区       ⑪ 吉沢地区 

⑫ 市場前原地区 

 

２ 施行期日 

公布の日から起算して３月を超えない範囲において規則で定める日とします。 

 

３ その他 

令和２年１２月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.15 
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）2800  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

 

【 目 的 】 

  道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額の改定が行われましたので、本市におい

ても同様の対応を図ろうとするものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 占用対象物件からの占用料徴収額に関し、太田市道路占用料徴収条例の別表を改めるもの

です。 

 

２ その他 令和２年１２月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線2712 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.16 
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）2800  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市公共物使用等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

【 目 的 】 

１ 本市における行政財産の取り扱いについて、統一することを目的とします。 

２ 公共物使用料の算定方法について、太田市道路占用料徴収条例と統一することを目的 

とします。 

 

 

【 概 要 】 

１ 行政財産の取り扱いを統一するため、公共物使用等に関する条例第19条第3項を追加 

するものです。 

２ 道路占用料と公共物使用料の、算定方法等を統一するため備考を改正するものです。 

 

その他 令和２年１２月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線2712 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



                                                   

１１月６日 庁議提出案件            資料No.１７  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL） ２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  太田市営住宅条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 既設の市営住宅を現状にあった適切なものへ改善する住戸改善事業は、建替事業や処分を

実施するときと同様に入居者の住替えを必要とします。先例である群馬県に習い、入居者の

市営住宅間の移転や移転時の家賃の取扱い等、住替えに必要な条項を条例により規定するこ

とで、建替や処分時と同様に、入居者の移転にかかる負担軽減を図ります。また、市営住宅

処分時の明渡請求についても併せて条例に整えます。 

 

【 概 要 】 

1 主な改正内容 

（太田市営住宅条例） 

・条例第２条（用語の定義）第１項第５号を新設し、住戸改善事業の定義を追加します。 

・条例第５条（公募の例外）第１項第５号を新設し、住戸改善事業の対象者は市営住宅に公

募によらず入居させることができるようにします。 

・条例第７条（入居資格の特例）第１項を改正し、住戸改善事業の対象入居者が、市営住宅

間の移転を可能に入居できるようにします。 

・条例第３７条（期間通算）第３項を新設し、住戸改善事業により市営住宅間の住替えをし

た入居者の入居期間を、他の住替えと同様に通算することを明記します。 

・第３９条の２（市営住宅の処分による明渡請求）を新設し、引き続き管理することが不適

当と判断された住宅を処分する際に、入居者へ明渡しを求める取り扱いを整えます。 

・条例第４１条の２（市営住宅住戸改善事業に係る家賃の特例）を新設し、事業に伴い市営

住宅間の住替えをした住民の家賃上昇をなだらかにすることで、生活の安定を図ります。 

２ 施行期日 

 令和３年１月１日から施行します。ただし、条例第３９条の２に係る改正は、同年４月１

日から施行します。 

３ その他 

 令和２年１２月定例会に議案を提出する予定です。条例改正に伴い、規則及び要綱の改正

も今後実施する予定です。 

  

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  

都市政策部建築住宅課住宅政策係 内線 ２７５１ ４７－１８９８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月６日 庁議提出案件            資料No.18   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             行政事業部長 氏名 城代 秀一 （TEL）0277-78-2842 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  太田中央公園において発生した除草作業中の事故に関し、損害賠償の額を定め、和解する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決

処分したことを、報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 除草作業中の事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和2年10月22日 

 

169,576円 

 

10割 

令和２年９月１１日、太田中央

公園において、乗用草刈機を使用

して除草作業をしていたところ、

飛び石により太田市保健センター

駐車場に駐車していた乗用車のフ

ロントガラスが損壊したことによ

り、当該乗用車の所有者である相

手方に損害を与えたもの。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い 全国市長会市民総合賠償保障保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和２年１１月１７日委員会協議会

あてに報告します。    

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   行政事業部 花と緑の課 維持管理係 ３２－６５９９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１ 月 ６日 庁議提出案件           資料No.19    

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

               教育部長 氏名 春山 裕  （TEL）20-7081  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 財産の取得について 

 

【 目 的 】 小中学校に１人１台のパソコンを整備するものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 取 得 財 産    ノートパソコン（２in１型） 

  ２ 取 得 方 法    群馬県の共同調達業者による随意契約 

３ 契約履行期間    契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

  ４ 取得予定価格   ６９９，３６９，１６５円（消費税込み） 

  ５  契約の相手方   群馬県高崎市高松町３ 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 支店長 徳永健太郎 

 ６ 購入予定機器   ＡＳＵＳ Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ 

             １９，６０５台（児童生徒用１８，６１９台、教員用９８６台） 

 ７ 入札指名業者    東日本電信電話株式会社 群馬支店                    

    （１者）    

  ８ 補  助  金   公立学校情報機器整備費補助金 

             （国庫補助２／３ 上限４５，０００円／台 ※教員用は対象外） 

９ そ  の  他    本契約を締結するため、１２月議会定例会に提案する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  教育部学校施設管理課財務係 電話 ２０－７０８１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１ 月 ６ 日 庁議提出案件           資料No.1    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  「広報おおた」新聞折り込みサービスの拡充について 

 

【 目 的 】 

  「広報おおた」の新聞折り込みサービスを拡充することで、新聞未購読世帯へ広報紙を配

布し、より多くの市民に「広報おおた」を読んでもらう機会を増やすためのものです。 

 

【 概 要 】 

１． 新聞販売店で行っている新聞未購読世帯へのチラシ折り込みサービスを利用し、「広報

おおた」の配布を行います。 

配布部数 ４，７００部 

    

参考（数値は１０月１日現在） 

「広報おおた」発行部数 ７８，０００部 

新聞折り込み配布部数 ６５，８２０部 

      公共施設・店舗等設置部数 ７，４０５部 

      広報課一時保管部数 ４，７７５部（※拡充分として有効活用） 

      太田市世帯数 ９８，３１３世帯 

 

２． 配布日 

令和２年１２月の広報おおた（毎月１日・１５日号）発行日から１週間以内に新聞未購

読世帯へのチラシ折り込み日を利用して配布を行います。 

 

３． その他 

新聞未購読世帯への折り込みサービスを利用するため、全ての新聞未購読世帯への配布

を行うものではありませんが、希望者は委託先へ申し出ることで配布対象となることが

できます。 

 

 

 

【備考】 

問い合わせ先  企画部 広報課 広報係 内線２２５２ ４７－１８１２（ダイヤルイン） 



 １１月６日 庁議提出案件           資料No.２   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

              産業環境部長 氏名 久保田 均  内線２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】  

令和２年度太田市産業振興貢献企業表彰について 

 

【 目 的 】  

市内企業の繁栄と市の産業振興に貢献した企業を表彰するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 表彰基準  市内の企業に対し、原則として年間１億円以上の発注を行っている企業の

うち、市内企業の繁栄と産業振興に貢献したと認められる企業。 

 

２ 表彰の種類 感謝状、及び同一企業に対する表彰回数に応じ、１回目から５回目を普通

表彰、６回目から９回目を特別表彰、１０回目を名誉表彰とします。 

         

３ 被表彰企業 ・名誉表彰（１社） 株式会社タカギセイコー 関東工場（１０回目） 

       ・特別表彰（４社） オグラ金属株式会社（９回目） 

                   坂本工業株式会社（８回目） 

                   株式会社アイ・ライティング・システム（７回目） 

                   埼玉工業株式会社（６回目） 

         ・普通表彰（９社） 株式会社ヨシカワ(５回目) 

                    ローヤル電機株式会社 熊谷工場（４回目） 

                   株式会社森傳 自動車事業本部（３回目） 

                   株式会社桐井製作所（３回目） 

                   富士部品工業株式会社（３回目） 

                   フリー工業株式会社（２回目） 

                   富士電工株式会社（２回目） 

                   株式会社カーメイト 結城工場（１回目） 

                   株式会社フジ医療器（１回目） 

         ・感謝状（１社）  鈴木工業株式会社 

 

 ４ 表彰式 

   ・日 時：令和２年１２月１８日（金） 午前１１時～  

・場 所：市長応接室 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い規模を縮小して行うため、出席企業

については名誉表彰及び感謝状の受賞企業のみとします。 

 

【 備 考 】問い合わせ先 産業環境部 工業振興課 工業振興係 内線2641 47-1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１１月６日 庁議提出案件           資料No.３ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             産業環境部長 氏名 久保田 均 内線２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  新型コロナウイルス緊急対策資金（経営安定対策資金）の融資額実績について 

 

【 目 的 】 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、売上高が減少し経営に支障をきたしている中小企業

の資金繰りや経営安定のための緊急対策として実施しましたが、申請期間が終了しましたの

で、融資額の実績を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 申 請 期 間  令和２年４月２０日（月）～ 令和２年９月３０日（水） 

 

２ 件数及び融資額 

                           （融資額単位：千円） 

申請者の内訳 件 数 件数割合 融 資 額 融資額割合 

製造 71 39.4% 1,945,000  42.9% 

卸・小売り 30 16.7% 736,000  16.2% 

土木建築 20 11.1% 495,000  10.9% 

医療（歯科・薬局含む） 14 7.8% 350,000  7.7% 

物流 11 6.1% 330,000  7.3% 

飲食 14 7.8% 236,000  5.2% 

その他（サービス、派遣業、

理美容業等） 
20 11.1% 441,000  9.8% 

合  計 180 100.0% 4,533,000 100.0% 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 工業振興課 工業労政係 内線２６４４ 



 １１月６日 庁議提出案件            資料No.４   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              産業環境部長 氏名 久保田 均  内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市環境審議会委員（一般）の公募について 

 

 

【 目 的 】 

  太田市環境審議会委員の任期が令和３年２月５日で満了となることから、一般公募による

委員を新たに募集するものです。 

 

 

【 概 要 】 

  1.募集人数  ２人 

  2.委員の任期 委嘱した日から２年間 

  3.応募資格  次の条件をすべて満たす方 

(1) 太田市内に在住の令和２年４月１日現在年齢が満２０歳以上の方で、

環境問題や環境保全等に関心がある方 

(2) 年に数回、平日昼間の会議に出席できる方 

(3) 国家公務員又は地方公務員でない方 

    4.報酬    市の条例による報酬を支給 

  5.応募方法  環境政策課窓口で配布または市ホームページからダウンロードした応募

用紙に必要事項を記入し、環境政策課へ持参するか、郵送、ファクス、電

子メールのいずれかで提出 

  6.募集期間  令和２年１２月１日（火）～１２月２５日（金）（郵送の場合は消印有効） 

  7.選考方法  応募用紙により書類選考し、結果を応募者に通知 

 

 

 ＊環境審議会委員構成 ２０名 

（学識経験者３名、各種団体推薦１３名、事業者代表２名、一般公募２名） 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  

産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線２６２１ ４７－１９５３ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１月 ６日 庁議提出案件           資料No.５ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会協議会後 】 

 

              産業環境部長 氏名 久保田 均 内線（TEL）２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  年末年始のごみ収集と受入業務について 

 

【 目 的 】 

年末年始のごみ収集及びごみ処理の業務を実施し、市民サービスの向上を図ります。 

 

【 概 要 】 

 

区 分 

月 日 
ごみステーションの収集 

清掃センター・リサイクルプラ

ザへの持ち込み 

12月28日(月) 通常どおり 通常どおり 

12月29日(火) 通常どおり 
午前8時30分～正午 

午後1時～3時 

12月30日(水) 通常どおり 
 午前8時30分～正午 

午後1時～3時 

12月31日(木) 通常どおり 休  業 

1月 1日(金) 休 業 休 業 

1月 2日(土) 休 業 休 業 

1月 3日(日) 休 業 休 業 

1月 4日(月) 通常どおり 通常どおり 

※粗大ごみの戸別収集について      ※新田緑のリサイクルセンターについて 

年末 １２月２３日(水)まで       年末 １２月２８日(月)まで 

 年始  １月 ６日(水)より開始     年始  １月 ４日(月)より開始 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 清掃事業課 収集係・施設管理係 31-8153 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

         太田市外三町広域清掃組合（リサイクルプラザ）33-7980 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １１ 月 ６ 日 庁議提出案件            資料No.６  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              農政部長 氏名 高田 進  外線（TEL）２０－９７１４  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  焼きいもによる地産地消の推進「おおたのつぼ焼きいも」について 

 

【 目 的 】 

  本市の地産地消の取組みの一環として、市内産のさつまいもを活用し、地産地消の拠点 

である「道の駅おおた」及び「おおた・北茨城物産交流館 バスターミナル駅」において、 

幅広く安全安心な地場産農産物の普及推進を図ることを目的とする。 

 

【 概 要 】 

 １ 機器名称及び仕様 

   ・名称：つぼやきグルメ 

   ・仕様：全高 1,140㎜、全幅 940㎜、総重量 65㎏ 

   ・燃料：ＬＰガスを使用 

  

２ 販売場所及び台数 

   ・道の駅おおた                  ２台 

・おおた・北茨城交流物産館 バスターミナル駅   １台 

 

 ３ さつまいもの品種（予定） 

   ・紅はるか 

   ・シルクスイート 

 

４ 販売開始（予定） 

   令和２年１２月上旬より 

 

 ５ その他 

   ・「おおたのつぼ焼きいも」のイメージについては、別添資料を参照。 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  農政部 農業政策課 地産地消推進係 外線 0276-20-9714 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 11 月 6 日 庁議提出案件           資料No.7 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 越塚 信夫   内線 ２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

改正都市計画法公布に伴う開発許可基準等の見直しについて 

 

【 目 的 】 

  頻発・激甚化する自然災害への対応と、市街地の拡散の抑制を趣旨とした改正都市計画法

が本年６月に公布されました。令和４年４月施行に向け、対応に着手します。 

 

【 概 要 】 

1 自然災害への対応 

・安全なまちづくりのため、災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア内等について、今後

示される国のガイドラインを踏まえ開発の抑制を図ります。 

 

2 市街地の拡散の抑制 

  ・市街化調整区域における開発基準の見直しや現行制度の厳格化、大規模指定既存集落及

び地区計画を活用し、まちのまとまりの確保、維持を図ります。 

・丸山地区の市街化区域への編入に伴い、商業施設建設により利便性が向上することで急

速な市街化促進の恐れがあり、無秩序な開発を抑制する必要があることから、当該地区

近隣の大規模指定既存集落区域を中心とした区域をモデルエリアとします。 

   

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７―１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

建築指導課開発指導係 内線2746 ４７―１８３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


